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（１） 15時間又は28時間連続勤務する場合
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図２：宿日直許可のある宿日直に従事する場合

図１：通常の日勤

： 休息時間： 労働時間（凡例） ： 宿日直許可のない宿日直の時間： 宿日直許可のある宿日直の時間

始業① 始業②

図３：宿日直許可のない宿日直に従事する場合

○ Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準が適用される医師（Ｃ―１水準が適用される臨床研修医を除く。）の勤務パターン別の連続勤務時間制限・勤務間イン
ターバル規制等の適用イメージを以下の（１）～（７）のとおり示す。

※ Ａ水準が適用される医師については努力義務となる。
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